
江差町犯罪被害者等支援条例の概要 

江差町では、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早

期の回復又は軽減を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して「江差町

犯罪被害者等支援条例」を制定するものです。 

 

基本理念 ～犯罪被害者等への支援にあたり～ 

 〇個人の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有します。 

 〇被害の状況や原因などの事情に十分配慮して行われます。 

 〇再び平穏な生活を営むことができるまで、途切れることなく必要な支援が行われます。 

 〇町、町民、事業者、関係団体などが相互に連携し、協力して行われます。 

 

責務 ～地域社会の役割～ 

 町   〇関係機関等と連携・役割分担して、支援に関する施策を総合的に実施する。 

 町民等 〇犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解を深める。 

     〇二次被害や再被害へ配慮し、地域社会で孤立させないよう努める。 

     〇町や関係機関等による支援への協力に努める。 

 事業者 〇犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解を深める。 

     〇被害に係る手続きが適切に行われるよう、就労・勤務について十分な配慮に努める。 

 

町の取組み ～被害の早期回復・軽減等のために～ 

 相談及び情報の提供等 〇直面している問題の相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行う。 

            〇関係機関等との連絡調整を行う窓口を設置する。 

 見舞金の支給     〇遺族に対し、遺族見舞金 30万円を支給。 

            〇傷害を受けた方に対し、傷害見舞金 10 万円を支給。 

 日常生活の支援    〇早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことが出来るよう支援を行う。 

 居住の安定      〇従前の住居での居住が困難となった際、居住の安定を図るため支援を

行う。 

 安全の確保      〇関係機関と連携し、更なる犯罪行為による被害又は二次被害、再被害

を受けることを防止し、安全を確保するための防犯指導、被害者に関

する個人情報の適切な取扱を確保する。 

 町民等及び事業者の理解の増進 

            〇犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要性・必

要性についての理解を深めるため、情報の提供、啓発活動等の措置を

講ずる 

 意見等の反映     〇犯罪被害者等からの意見・要望を把握し、町が実施する支援に関する

施策への反映に努める 



 

支援の除外 ～被害の状況や原因などの事情に応じて～ 

 〇支援を行うことが社会通念上適切ではないと認める場合は、支援を行わないことができる。 

 

委任 ～支援を円滑にすすめるために～ 

 〇この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

施行期日等 

 〇この条例は、令和７年４月 1日から施行する。 

 〇見舞金の支給は、この条例の施行の日以降に行われた犯罪行為による死亡又は傷害に適用する。 

 

 ～参考～ 

 〇警察署における犯罪被害者支援要員運用対策事件の概要 

  身体犯事件   殺人、強盗、不同意性交等、逮捕・監禁、略奪・誘拐、傷害致死など 

  交通事故事件  ひき逃げ事件、死亡事故、危険運転致死傷罪、全治 3か月以上の事故 

  その他指定事件 窃盗や放火等の事件のほか、DV・ストーカー等で被害者の精神的被害 

          が著しい場合 

 

 〇江差警察署管内における犯罪被害者支援の対象事件発生状況 

 R1 R２ R3 R４ R５ R6.10 月時点 備 考 

身体犯事件 1 0 1 0 1 2  

交通事故事件 0 0 4 1 0 0  

その他指定事件 0 1 0 0 0 0  

計 1 1 5 1 1 2  

※ 上記事件の全てが、犯罪被害者等支援条例に該当するものではありません。 

 

 〇犯罪被害者等支援を目的とした条例等の制定状況 

   令和６年４月 1日現在、全ての都道府県（47/47）、１６政令指定都市（16/20）、８４７市区

町村（847/1,721）において制定済み。制定割合：５０．９％。（910/1,788） 


